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会社法制部会資料 ２５

 

会社法制の見直しに関する要綱案の作成に向けた検討(2) 

 

第２部 親子会社に関する規律 

第１ 親会社株主の保護 

１ 多重代表訴訟等 

【Ａ案】 多重代表訴訟の制度を創設するものとする。 

（注） 制度の具体的な内容は，会社法制部会資料|２３ 第１の３のとおり

とする。 

【Ｂ案】 次のような規律を設けるものとする。 

① 取締役会は，その職務として，「株式会社及びその子会社から

成る企業集団の業務の適正の確保」を行うものとする。 

② ①の職務は，次に掲げる事情その他の事情に応じて，これを

行うものとする。 

 ア ①の企業集団における各子会社の重要性 
 イ 当該株式会社によるその子会社の株式の所有の目的及び態

様 
（注） Ｂ案によることとする場合には，上記のほか，総株主の議決権の１

００分の１以上の議決権を有する株主等は，株式会社の子会社の取締

役等の責任の原因となる事実があることを疑うに足りる事由がある

ときは，当該株式会社に対して，当該責任の追及に係る対応及びその

理由等を通知することを請求することができる旨の規律も設けるも

のとする（会社法制部会資料|２３ 第１の２参照）。 

 

２ 株式会社が株式交換等をした場合における株主代表訴訟 

株式会社が株式交換等をした場合における株主代表訴訟について，次の

ような規律を設けるものとする。 

① 株主は，株式会社の株主でなくなった場合であっても，次に掲げると

きは，第８４７条第１項の責任追及等の訴えの提起を請求することがで

きるものとする。 
ア 当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親

会社の株式を取得し，引き続き当該株式を有するとき。 

イ 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併により，
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吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し，引き続き

当該株式を有するとき。 

② ①による請求は，次に掲げる株式会社に対して行うものとする。 
 ア ①アの株式交換又は株式移転の場合 株式交換完全子会社又は株式

移転完全子会社 
 イ ①イの吸収合併の場合 吸収合併存続株式会社 
③ ①アの株式交換若しくは株式移転又は同イの吸収合併（以下「株式交

換等」という。）の効力が生じた日において株式会社が公開会社である場

合にあっては，①による請求をすることができる①の株主は，当該日の

６か月前から当該日まで当該株式会社の株式を有するものに限るものと

する。 
④ ①による請求は，株式交換等がその効力を生じた時までにその原因と

なった事実が生じたものに係る責任追及等の訴えに限り，その対象とす

ることができるものとする。 
⑤ ①の株主は，①の責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができ

るものとする。 

（注） 上記のほか，不提訴理由通知，①の株主による①の責任追及等の訴えの提起，

担保提供，訴訟告知，和解，費用等の請求，再審の訴え等の訴訟手続等に係る

事項について，所要の規定を整備するものとする。 

 

３ 親会社による子会社の株式等の譲渡 

株式会社は，その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡をする場

合であって，次のいずれにも該当しないときは，当該譲渡がその効力を生

ずる日（以下３において「効力発生日」という。）の前日までに，株主総

会の特別決議によって，当該譲渡に係る契約の承認を受けなければならな

いものとする。 

① 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総

資産額として法務省令で定める方法により算定される額の５分の１（こ

れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては，その割合）を超えない

とき。 
② 当該株式会社が，効力発生日に，当該子会社の議決権の総数の過半数

の議決権を有するとき。 
（注） 本文の場合には，上記のほか，事業譲渡等に関する規律（第４６７条から第

４７０条まで）の適用があるものとする。 
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第２ 子会社少数株主の保護 

【Ａ案】 親会社等との利益相反取引における親会社等の責任に関し，次

のような明文の規定を設けるものとする。 

① 親会社等は，親会社等との利益相反取引（当該取引がなかっ

た場合と比較して株式会社に［著しく］不利益となるような条

件のものに限る。以下「不利益取引」という。）によって株式会

社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし，親

会社等が不利益取引であることにつき善意でかつ過失がないと

きは，この限りでないものとする。 

② ①の不利益の有無及び程度は，当該取引の条件のほか，次に

掲げる事情を考慮して判断されるものとする。 

   ア 株式会社による当該取引の条件に関する検討及び交渉の状

況 
   イ 株式会社と親会社等の間における当該取引以外の取引の条

件 
   ウ 株式会社が親会社及びその子会社から成る企業集団に属す

ることによって享受する利益 
   エ その他一切の事情 

③ ①の責任は，株式会社の総株主の同意がなければ，免除する

ことができないものとする。 

④ ①の責任は，第８４７条第１項の責任追及等の訴えの対象と

するものとする。 

【Ｂ案】 親会社等との利益相反取引に関する親会社等の不法行為に基づ

く損害賠償責任を，第８４７条第１項の責任追及等の訴えの対象

とするものとする。 

 

 

第３ キャッシュ・アウト 

１ 特別支配株主の株式等売渡請求 

(1) 株式等売渡請求の内容 

① 株式会社の特別支配株主は，当該株式会社の株主（当該株式会社及

び当該特別支配株主を除く。）の全員に対し，その有する当該株式会社

の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することがで

きるものとする。 
（注） 「特別支配株主」とは，ある株式会社の総株主の議決権の１０分の９（こ

れを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては，その割合）
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以上をある者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これ

に準ずるものとして法務省令で定める法人（以下「特別支配株主完全子法

人」という。）が有している場合における当該者をいうものとする。 

② 特別支配株主は，①による請求（以下「株式売渡請求」という。）を

するときは，併せて，①の株式会社（以下「対象会社」という。）の新

株予約権の新株予約権者（対象会社及び当該特別支配株主を除く。）の

全員に対し，その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配

株主に売り渡すことを請求することができるものとする。 
③ 特別支配株主は，新株予約権付社債に付された新株予約権について

新株予約権売渡請求（②による請求をいう。以下同じ。）をするときは，

併せて，新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主

に売り渡すことを請求しなければならないものとする。ただし，当該

新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場

合は，この限りでないものとする。 
（注） 特別支配株主は，特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求又は新株

予約権売渡請求をしないこととすることができるものとする。 

 

(2) 株式等売渡請求の手続等 
① 株式売渡請求は，次に掲げる事項を明らかにしてしなければならな

いものとする。 

ア 特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととす

るときは，その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称 
イ 対象会社の株主（対象会社，特別支配株主及びアの特別支配株主

完全子法人を除く。以下「売渡株主」という。）に対して，その有す

る対象会社の株式（以下「売渡株式」という。）に代えて交付する金

銭の額又はその算定方法 
ウ 売渡株主に対するイの金銭の割当てに関する事項 
エ 株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求（(1)③による請求を含

む。以下同じ。）をするときは，その旨及び次に掲げる事項 
(ｱ) 特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしな

いこととするときは，その旨及び当該特別支配株主完全子法人の

名称 

(ｲ) 対象会社の新株予約権者（対象会社，特別支配株主及び(ｱ)の

特別支配株主完全子法人を除く。以下「売渡新株予約権者」とい

う。）に対して，その有する対象会社の新株予約権（(1)③による

請求をするときは，新株予約権付社債についての社債を含む。以
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下「売渡新株予約権」という。）に代えて交付する金銭の額又は

その算定方法 

(ｳ) 売渡新株予約権者に対する(ｲ)の金銭の割当てに関する事項 

オ 特別支配株主が売渡株式及び売渡新株予約権を取得する日（以下

１において「取得日」という。） 
カ アからオまでに掲げるもののほか，法務省令で定める事項 
（注） ウに掲げる事項についての定めは，売渡株主の有する売渡株式の数（売

渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがある場合にあっては，

各種類の売渡株式の数）に応じて金銭を交付することを内容とするもので

なければならないものとする。 

② 特別支配株主は，株式売渡請求（株式売渡請求に併せて新株予約権

売渡請求をするときは，株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下

「株式等売渡請求」という。）をしようとするときは，対象会社に対し，

その旨及び①アからカまでに掲げる事項を通知し，対象会社の承認を

受けなければならないものとする。 
（注１） 対象会社は，株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされたとき

は，新株予約権売渡請求のみを承認することはできないものとする。 

（注２） 取締役会設置会社においては，②の承認をするか否かの決定は，取締

役会の決議によらなければならないものとする。 

（注３） 対象会社が②の承認をする場合において，ある種類の株式の種類株主

に損害を及ぼすおそれがあるときは，②の承認は，当該種類の株式の種

類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ，その効力を生じ

ないものとする（第３２２条第１項参照）。 

③ 対象会社は，②の承認をしたときは，取得日の２０日前までに，次

のア及びイに掲げる者に対し，当該ア及びイに定める事項を通知しな

ければならないものとする。 
ア 売渡株主及び売渡新株予約権者（以下「売渡株主等」という。） 当

該承認をした旨，特別支配株主の氏名又は名称及び住所，①アから

オまでに掲げる事項その他法務省令で定める事項 
イ 売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権

質権者 当該承認をした旨 
（注１） ③による通知（売渡株主に対してするものを除く。）は，公告をもっ

てこれに代えることができるものとする。 

（注２） 振替株式を発行している対象会社は，振替株式である売渡株式の株主

又はその登録株式質権者に対する③による通知に代えて，当該通知をす

べき事項を公告しなければならないものとする（社債，株式等の振替に
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関する法律第１６１条第２項参照）。 

（注３） 上記の通知又は公告の費用は，特別支配株主の負担とするものとする。 

④ 対象会社が③の通知又は公告をしたときは，特別支配株主から売渡

株主等（公告をしたときは，売渡新株予約権者）に対し，株式等売渡

請求がされたものとみなすものとする。 
⑤ 対象会社は，③の通知（売渡株主等に対するものに限る。）又は公告

の日のいずれか早い日から取得日後６か月（対象会社が公開会社でな

い場合にあっては，取得日後１年）を経過する日までの間，次に掲げ

る事項を記載し，又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え

置かなければならないものとする。売渡株主等は，対象会社に対して，

その営業時間内は，いつでも，当該書面等の閲覧等の請求をすること

ができるものとする。 
ア ②の承認をした旨 
イ 特別支配株主の氏名又は名称及び住所 
ウ ①アからカまでに掲げる事項 
エ アからウまでに掲げるもののほか，法務省令で定める事項 

⑥ 特別支配株主は，②の承認を受けた後は，取得日の前日までに対象

会社の承諾を得た場合に限り，株式等売渡請求を撤回することができ

るものとする。 
（注１） 取締役会設置会社においては，⑥の承諾をするか否かの決定は，取締

役会の決議によらなければならないものとする。 

（注２） 対象会社は，⑥の承諾をしたときは，遅滞なく，当該承諾をした旨を

売渡株主等に対して通知し，又は公告しなければならないものとする。

当該通知又は公告の費用は，特別支配株主の負担とするものとする。 

（注３） 株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がされた場合には，株式売

渡請求のみを撤回することはできないものとする。また，新株予約権売

渡請求のみを撤回する場合については，上記と同様の規律を設けるもの

とする。 

⑦ 株式等売渡請求をした特別支配株主は，取得日に，売渡株式等の全

部を取得するものとする。 
⑧ 対象会社は，取得日後遅滞なく，株式等売渡請求により特別支配株

主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求による売渡株式

等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し，又は記

録した書面又は電磁的記録を作成し，取得日から６か月間（対象会社

が公開会社でない場合にあっては，取得日から１年間），当該書面等を

その本店に備え置かなければならないものとする。取得日に売渡株主
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等であった者は，対象会社に対して，その営業時間内は，いつでも，

当該書面等の閲覧等の請求をすることができるものとする。 
（注） 上記のほか，株式の質入れの効果（第１５１条等），株券の提出に関する手

続（第２１９条等）その他株式等売渡請求に関する手続等について，所要の

規定を整備するものとする。 

 

(3) 売渡株主等による差止請求等 

① 次に掲げる場合において，売渡株主が不利益を受けるおそれがある

ときは，売渡株主は，特別支配株主に対し，株式等売渡請求による売

渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができるものとす

る。 
ア 株式売渡請求が法令に違反する場合 
イ 対象会社が(2)③（売渡株主に対する通知に係る部分に限る。）又

は同⑤に違反した場合 

ウ (2)①イ又はウに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事

情に照らして著しく不当である場合 

（注） 売渡新株予約権者についても，同様の規律を設けるものとする。 

② 株式等売渡請求があった場合には，売渡株主等は，取得日の２０日

前の日から取得日の前日までの間に，裁判所に対し，その有する売渡

株式等（(2)①エ(ｲ)又は(ｳ)に掲げる事項についての定めが新株予約権

の内容として定められた条件に合致する売渡新株予約権を除く。）の売

買価格の決定の申立てをすることができるものとする。 
（注１） 特別支配株主は，裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の年６

分の利率により算定した利息をも支払わなければならないものとする。 

（注２） 特別支配株主は，売渡株主等に対し，売渡株式等の売買価格の決定が

される前に，当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うこ

とができるものとする。 

③ 株式等売渡請求による売渡株式等の全部の取得の無効は，取得日か

ら６か月以内（対象会社が公開会社でない場合にあっては，取得日か

ら１年以内）に，訴えをもってのみ主張することができるものとする。 
④ ③の訴え（以下「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。）は，次

に掲げる者に限り，提起することができるものとする。 
ア 取得日において売渡株主又は売渡新株予約権者であった者 
イ 取得日において対象会社の取締役，監査役若しくは執行役であっ

た者又は対象会社の取締役，監査役，執行役若しくは清算人 
⑤ 売渡株式等の取得の無効の訴えについては，特別支配株主を被告と
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するものとする。 
⑥ 売渡株式等の取得の無効の訴えは，対象会社の本店の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄に専属するものとする。 
⑦ 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定し

たときは，株式等売渡請求による売渡株式等の全部の取得は，将来に

向かってその効力を失うものとする。当該判決は，第三者に対しても

その効力を有するものとする。 
（注） 上記のほか，売渡株式等の売買価格の決定の申立て及び売渡株式等の取得

の無効の訴えの手続等について，所要の規定を整備するものとする。 

 

２ 全部取得条項付種類株式の取得 

① 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は，取得対価関係書面等

備置開始日から取得日後６か月を経過する日までの間，第１７１条第１

項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し，又は記録し

た書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならないものとす

る。当該株式会社の株主は，当該株式会社に対して，その営業時間内は，

いつでも，当該書面等の閲覧等の請求をすることができるものとする。 
（注） 「取得対価関係書面等備置開始日」とは，次に掲げる日のいずれか早い日

をいうものとする。 

ア 第１７１条第１項の株主総会の日の２週間前の日 

イ ③の通知又は公告の日のいずれか早い日 

② 全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合におい

て，株主が不利益を受けるおそれがあるときは，株主は，株式会社に対

し，当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することが

できるものとする。 
③ 株式会社は，取得日の２０日前までに，全部取得条項付種類株式の株

主に対し，当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しな

ければならないものとする。当該通知は，公告をもってこれに代えるこ

とができるものとする。 
④ 全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立ては，取得日の２

０日前の日から取得日の前日までの間にしなければならないものとする。 
⑤ ④の申立てをした株主は，第１７１条第１項の株主総会の決議により

定められた取得対価の交付を受けないものとする。 
（注） 株式会社は，株主に対し，株式の価格の決定がされる前に，当該株式会社

が公正な価格と認める額を支払うことができるものとする。 

⑥ 株式会社は，取得日後遅滞なく，株式会社が取得した全部取得条項付
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種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項とし

て法務省令で定める事項を記載し，又は記録した書面又は電磁的記録を

作成し，取得日から６か月間，当該書面等をその本店に備え置かなけれ

ばならないものとする。当該株式会社の株主又は取得日に全部取得条項

付種類株式の株主であった者は，当該株式会社に対して，その営業時間

内は，いつでも，当該書面等の閲覧等の請求をすることができるものと

する。 

 

３ 株式の併合により端数となる株式の買取請求 

① 株式の併合（単元株式数を定款で定めている場合にあっては，当該単

元株式数に併合の割合を乗じて得た数が整数となるものを除く。以下第

２部において同じ。）をする株式会社は，併合事項関係書面等備置開始日

から株式の併合がその効力を生ずる日（以下３において「効力発生日」

という。）後６か月を経過する日までの間，第１８０条第２項各号に掲げ

る事項その他法務省令で定める事項を記載し，又は記録した書面又は電

磁的記録をその本店に備え置かなければならないものとする。当該株式

会社の株主は，当該株式会社に対して，その営業時間内は，いつでも，

当該書面等の閲覧等の請求をすることができるものとする。 

（注） 「併合事項関係書面等備置開始日」とは，次に掲げる日のいずれか早い日

をいうものとする。 

ア 第１８０条第２項の株主総会の日の２週間前の日 

イ ④の通知又は公告の日のいずれか早い日 

② 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において，株主が不利益を

受けるおそれがあるときは，株主は，株式会社に対し，当該株式の併合

をやめることを請求することができるものとする。 
③ 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端

数が生ずる場合には，反対株主は，当該株式会社に対し，自己の有する

株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取

ることを請求することができるものとする。 
（注） 「反対株主」とは，次に掲げる株主をいうものとする。 

ア 第１８０条第２項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を

当該株式会社に対し通知し，かつ，当該株主総会において当該株式の併合

に反対した株主（当該株主総会において議決権を行使することができるも

のに限る。） 

イ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 

④ 株式の併合をしようとする株式会社は，効力発生日の２０日前までに，
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その株主に対し，株式の併合をする旨を通知しなければならないものと

する。当該通知は，公告をもってこれに代えることができるものとする。 

⑤ ③による請求（以下３において「株式買取請求」という。）は，効力発

生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に，その株式買取請

求に係る株式の数を明らかにしてしなければならないものとする。 

⑥ 株式買取請求をした株主は，株式会社の承諾を得た場合に限り，その

株式買取請求を撤回することができるものとする。 

⑦ 株式買取請求があった場合において，株式の価格の決定について，株

主と株式会社との間に協議が調ったときは，株式会社は，効力発生日か

ら６０日以内にその支払をしなければならないものとする。 

⑧ 株式の価格の決定について，効力発生日から３０日以内に協議が調わ

ないときは，株主又は株式会社は，その期間の満了の日後３０日以内に，

裁判所に対し，価格の決定の申立てをすることができるものとする。 

（注１） 株式会社は，裁判所の決定した価格に対する⑦の期間の満了の日後の年

６分の利率により算定した利息をも支払わなければならないものとする。 

（注２） 株式会社は，株主に対し，株式の価格の決定がされる前に，当該株式会

社が公正な価格と認める額を支払うことができるものとする。 

⑨ 株式買取請求に係る株式の買取りは，効力発生日に，その効力を生ず

るものとする。 

⑩ 株式の併合をした株式会社は，効力発生日後遅滞なく，株式の併合が

効力を生じた時における発行済株式の総数その他の株式の併合に関する

事項として法務省令で定める事項を記載し，又は記録した書面又は電磁

的記録を作成し，効力発生日から６か月間，当該書面又は電磁的記録を

その本店に備え置かなければならないものとする。当該株式会社の株主

及び効力発生日に当該株式会社の株主であった者は，当該株式会社に対

して，その営業時間内は，いつでも，当該書面等の閲覧等の請求をする

ことができるものとする。 

⑪ 株式会社が株式買取請求に応じて株式を取得する場合には，自己株式

の取得財源に関する規制（第４６１条第１項）は適用されないものとす

る。この場合において，当該請求をした株主に対して支払った金銭の額

が当該支払の日における分配可能額を超えるときは，当該株式の取得に

関する職務を行った業務執行者は，当該株式会社に対し，連帯して，そ

の超過額を支払う義務を負うものとする。ただし，その者がその職務を

行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は，この限りでな

いものとする。 

（注） 上記のほか，株式の併合に関する手続等について，所要の規定を整備するも
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のとする。 

 

４ 株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格 

株主総会等の決議の取消しにより株主となる者も，訴えをもって当該決

議の取消しを請求することができるものとする。 
 

 

第４ 組織再編における株式買取請求等 

１ 買取口座の創設 

① 振替株式の発行者は，第１１６条第１項各号の行為，株式の併合，事

業譲渡等又は組織再編（吸収合併等又は新設合併等をいう。以下同じ。）

をしようとする場合には，振替機関等に対して，株式買取請求に係る振

替株式の振替を行うための口座（以下「買取口座」という。）の開設の申

出をしなければならないものとする。 

② 発行者が，社債，株式等の振替に関する法律第１６１条第２項の規定

による公告をするときは，併せて，買取口座を公告しなければならない

ものとする。 

③ 振替株式の株主が株式買取請求をしようとする場合には，当該株主は，

当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなけ

ればならないものとする。 

④ 発行者は，第１１６条第１項各号の行為，株式の併合，事業譲渡等又

は組織再編がその効力を生ずる日までは，③の申請により買取口座に記

載され，又は記録された振替株式について，自己の口座を振替先口座と

する振替の申請をすることができないものとする。 

⑤ 発行者は，③の申請をした株主による株式買取請求の撤回を承諾した

ときは，遅滞なく，③の申請により買取口座に記載され，又は記録され

た振替株式について，当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請を

しなければならないものとする。 

（注１） 上記のほか，買取口座に係る事項等について，所要の規定を整備するもの

とする。 

（注２） 新株予約権買取請求についても，同様の規律を設けるものとする。 

 
２ 株式等の買取りの効力が生ずる時 

① 第１１６条第１項各号の行為をする株式会社，事業譲渡等をする株式

会社，存続株式会社等，吸収分割株式会社又は新設分割株式会社に対す

る株式買取請求についても，当該請求に係る株式の買取りは，これらの
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行為がその効力を生ずる日に，その効力を生ずるものとする。 

② 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするとき

は，株主は，株券発行会社に対し，当該株式に係る株券の提出をしなけ

ればならないものとする。 

③ 第１３３条の規定は，株式買取請求に係る株式については，適用しな

いものとする。 

（注） 新株予約権買取請求についても，同様の規律を設けるものとする。 

 
３ 株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の支払制度 

第１１６条第１項各号の行為をする株式会社，全部取得条項付種類株式

を取得する株式会社，株式売渡請求をする特別支配株主，株式の併合をす

る株式会社，事業譲渡等をする株式会社，消滅株式会社等又は存続株式会

社等は，株式買取請求又は価格決定の申立てをした株主に対し，株式の価

格の決定がされる前に，公正な価格と認める額を支払うことができるもの

とする。 
（注） 新株予約権買取請求等についても，同様の規律を設けるものとする。 

 
４ 簡易組織再編，略式組織再編等における株式買取請求 

① 存続株式会社等において簡易組織再編の要件を満たす場合及び譲受会

社において簡易事業譲渡の要件を満たす場合には，反対株主は，株式買

取請求権を有しないものとする。 

② 略式組織再編又は略式事業譲渡の要件を満たす場合には，特別支配会

社は，株式買取請求権を有しないものとし，株式買取請求に関する通知

の対象である株主から特別支配会社を除くものとする。 

 
 
第５ 組織再編等の差止請求 

次に掲げる行為が法令又は定款に違反する場合において，株主が不利益

を受けるおそれがあるときは，株主は，株式会社に対し，当該行為をやめ

ることを請求することができるものとする。 
① 全部取得条項付種類株式の取得 
② 株式の併合 
③ 略式組織再編以外の組織再編（簡易組織再編の要件を満たす場合を除

く。） 
（注） 略式組織再編の差止請求（第７８４条第２項及び第７９６条第２項）につい

ては，現行法の規律を維持するものとする。 
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第６ 会社分割等における債権者の保護 

１ 詐害的な会社分割等における債権者の保護 

① 吸収分割会社又は新設分割会社（以下「分割会社」という。）が吸収分

割承継会社又は新設分割設立会社（以下「承継会社等」という。）に承継

されない債務の債権者（以下「残存債権者」という。）を害することを知

って会社分割をした場合には，残存債権者は，承継会社等に対して，承

継した財産の価額を限度として，当該債務の履行を請求することができ

るものとする。ただし，吸収分割の場合であって，吸収分割承継会社が

吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らな

かったときは，この限りでないものとする。 
（注） 株式会社である分割会社が吸収分割の効力が生ずる日又は新設分割設立会

社の成立の日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配当（取得対価

又は配当財産が承継会社等の株式又は持分のみであるものに限る。）をする場

合（第７５８条第８号等）には，上記の規律を適用しないものとする。 

② ①の債務を履行する責任は，分割会社が残存債権者を害することを知

って会社分割をしたことを知った時から２年以内に請求又は請求の予告

をしない残存債権者に対しては，その期間を経過した時に消滅するもの

とする。会社分割の効力が生じた日から２０年を経過したときも，同様

とするものとする。 
（注） 事業譲渡についても，①及び②と同様の規律を設けるものとする。 

 

２ 分割会社に知れていない債権者の保護 

① 会社分割に異議を述べることができる分割会社の債権者であって，各

別の催告（第７８９条第２項等）を受けなかったもの（分割会社が官報

公告に加え日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告による公告を行う場

合（第７８９条第３項等）にあっては，不法行為によって生じた債務の

債権者であるものに限る。②において同じ。）は，吸収分割契約又は新設

分割計画において会社分割後に分割会社に対して債務の履行を請求する

ことができないものとされているときであっても，分割会社に対して，

分割会社が会社分割の効力が生じた日に有していた財産の価額を限度と

して，当該債務の履行を請求することができるものとする。 
② 会社分割に異議を述べることができる分割会社の債権者であって，各

別の催告を受けなかったものは，吸収分割契約又は新設分割計画におい

て会社分割後に承継会社等に対して債務の履行を請求することができな

いものとされているときであっても，承継会社等に対して，承継した財

産の価額を限度として，当該債務の履行を請求することができるものと
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する。 
 

 

第３部 その他 

第１ 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求 

① 株主は，他の株主が次に掲げる規制に違反した場合において，その違

反する事実が重大であるときは，当該他の株主に対し，これにより取得

した株式について議決権の行使をやめることを請求することができるも

のとする。 
ア 株券等所有割合が３分の１を超えることとなるような株券等の買付

け等について公開買付けを強制する規制（金融商品取引法第２７条の

２第１項第２号から第６号まで） 
イ 公開買付者に全部買付義務（応募株券等の全部について買付け等に

係る受渡しその他の決済を行う義務）を課す規制（同法第２７条の１

３第４項） 
ウ 公開買付者に強制的全部勧誘義務（買付け等をする株券等の発行者

が発行する全ての株券等について買付け等の申込み又は売付け等の申

込みの勧誘を行う義務）を課す規制（同法第２７条の２第５項，金融

商品取引法施行令第８条第５項第３号参照） 
② ①による請求は，①の事実が生じた日から１年以内に，その理由を明

らかにしてしなければならないものとする。 
③ 株主は，①による請求をするときは，併せて，株式会社に対してその

旨及びその理由を通知しなければならないものとする。 
④ ①の他の株主は，①による請求を受けたときは，①の株式について議

決権を行使することができないものとする。 
⑤ ④にかかわらず，株式会社は，①の他の株主が③による通知の日から

２週間以内の日を株主総会の日とする株主総会において議決権を行使す

ることを認めることができるものとする。 

（注） 種類株主総会における議決権の行使についても，上記と同様の差止請求を認

めるものとする。 

 

（補足説明） 

議決権行使の差止請求の実効性を確保する観点からは，有効に差止請求がされた

場合には，株式会社が当該差止請求に係る議決権の行使を拒むこととする必要があ

るところ，そのためには，有効な差止請求を受けた株主は議決権を行使することが
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できない旨の規律を設けることが，最も直截かつ簡潔である。そこで，本文の④は，

そのような規律を設けるものである。また，本文の③は，差止請求があった場合に，

株式会社が適切な対応をするための前提として，差止請求をした株主は，併せて，

当該差止請求をした旨及びその理由を株式会社に通知すべき旨の規律を設けるもの

である。 

この点に関し，当部会においては，特に，株主総会の直前に差止請求がされ，株

主総会までに仮処分命令が間に合わなかった場合に，当該差止請求に係る議決権の

行使を拒むべきか否かを株式会社が判断しなければならないものとすることは，株

式会社を困難な立場に追い込むおそれがあり，法的安定性の観点から慎重に検討す

る必要があるとの指摘がされている｡ 

そこで，本文の⑤は，株式会社は，本文の③による差止請求の通知を受けた場合

でも，当該通知の日から２週間以内の日に開催される株主総会においては，差止請

求に係る議決権の行使を任意に認めることができるものとするものである。これに

より，差止請求の通知を受けた株式会社に，差止請求の理由の存否等を確認し，株

主総会における対応を検討するための時間的余裕が与えられることとなる。また，

そのような時間的余裕がない場合（すなわち，株主総会の日の２週間前の日以降に

差止請求の通知がされた場合）には，株式会社は，差止請求に係る議決権の行使を

任意に認めることにより，株主総会の決議の有効性に疑義が生ずることを回避する

ことも可能となる（他方で，差止請求に理由がある場合には，差止請求に係る議決

権の行使を拒むこともできるが，これを拒まなかったからといって，決議取消事由

となるものではない。）。 

 

 

第２ 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶事由 

第１２５条第３項第３号及び第２５２条第３項第３号を削るものとする。 
 

 

第３ その他 

１ 募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約 

募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結

する場合（第２０５条）であって，当該募集株式が譲渡制限株式であると

きは，株式会社は，株主総会の特別決議（取締役会設置会社にあっては，

取締役会の決議）によって，当該契約の承認を受けなければならないもの

とする。ただし，定款に別段の定めがある場合は，この限りでないものと

する。 
（注） 募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締
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結する場合（第２４４条第１項）であって，当該募集新株予約権が譲渡制限新

株予約権であるとき等についても，同様の規律を設けるものとする。 

 
２ 監査役の監査の範囲に関する登記 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあ

る株式会社について，当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。 

 
３ いわゆる人的分割における準備金の計上 

吸収分割株式会社又は新設分割株式会社が吸収分割の効力が生ずる日又

は新設分割設立会社の成立の日に剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継会

社又は新設分割設立会社の株式又は持分のみであるものに限る。）をする場

合には，第４４５条第４項の規定による準備金の計上は要しないものとする。 

 

４ 発行可能株式総数に関する規律 

① 株式の併合をする場合における発行可能株式総数についての規律を，

次のとおり改めるものとする。 

 ア 株式会社が株式の併合をしようとするときに株主総会の決議によっ

て定めなければならない事項（第１８０条第２項）に，株式の併合が

その効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）における発行可能

株式総数を追加するものとする。 

 イ アの発行可能株式総数は，効力発生日における発行済株式の総数の

４倍を超えることができないものとする。ただし，株式会社が公開会

社でない場合は，この限りでないものとする。 
 ウ 株式の併合をする株式会社は，効力発生日に，アによる定めに従い，

発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなすものとする。 

② 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には，

当該定款の変更後の発行可能株式総数は，当該定款の変更が効力を生じ

た時における発行済株式の総数の４倍を超えることができないものとす

る。 
③ 新設合併等における設立株式会社（第８１４条第１項）の設立時発行

株式の総数は，発行可能株式総数の４分の１を下ることができないもの

とする。ただし，設立株式会社が公開会社でない場合は，この限りでな

いものとする。 

 
５ 特別口座の移管 

① 特別口座に記載又は記録がされた振替株式について，当該振替株式の
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発行者は，一括して，当該特別口座を開設した振替機関等以外の振替機

関等に当該特別口座の加入者のために開設された当該振替株式の振替を

行うための口座（以下「移管先特別口座」という。）を振替先口座とする

振替の申請をすることができるものとする。 

② ①の申請をした発行者は，特別口座の加入者に対し，移管先特別口座

を開設した振替機関等の氏名又は名称及び住所を通知しなければならな

いものとする。 

（注１） 上記のほか，移管先特別口座に係る事項等について，所要の規定を整備す

るものとする。 

（注２） 振替社債，振替新株予約権及び振替新株予約権付社債についても，同様の

規律を設けるものとする。 


